
令和 5年度 第 2回阿見町地域公共交通活性化協議会 会議録 

会議の名称 令和 5 年度 第 2 回阿見町地域公共交通活性化協議会 

開催日時 令和 6 年 3 月 14 日（木）午前 10 時 00 分～午前 10 時 30 分 

開催場所 阿見町役場 4 階 全員協議会室 

出席者 委員：23 名（うち 7 名代理）          ※委員総数 28 名 

事務局（産業建設部都市計画課） 

  ・産業建設部長･･･井上 稔 

・事務局長･･････鶴田 広秋 

・事務局員･･････林田 克己、笹目 涼介、内田 学 

傍聴人数 0 人 

会議の議題 

および会議 

資料の内容 

１．開 会 

２．会長あいさつ 

３．議 事 

（1）協議事項 

【議案第 1号】令和 6年度阿見町地域公共交通活性化協議会事業計画（案） 

について 

【議案第 2号】令和 6年度阿見町地域公共交通活性化協議会予算（案） 

について 

（2）報告事項 

【報告第 1号】令和 5年度阿見町デマンドタクシー＜あみまるくん＞の 

運行概要及び実績について 

【報告第 2号】令和 5年度阿見町デマンドタクシー＜あみまるくん＞の 

利用者に対する満足度調査アンケート結果について 

４．その他 

５．閉 会 

配布資料 □協議会次第 

□出席者名簿及び席次表 

□令和5年度阿見町地域公共交通活性化協議会委員名簿 

□阿見町地域公共交通活性化協議会規約 

□令和6年度阿見町地域公共交通活性化協議会事業計画（案）について 

□令和6年度阿見町地域公共交通活性化協議会予算（案）について 

□令和5年度阿見町デマンドタクシー＜あみまるくん＞の運行概要及び実績に 

ついて【資料1】 

□令和5年度阿見町デマンドタクシー＜あみまるくん＞の利用者に対する満足度 

調査アンケート結果について【資料2】 
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【開  会】 

それではお時間となりましたので、只今より令和 5年度第 2回阿見町地域公共交通

活性化協議会を開催させていただきます。 

本日は、お忙しいところご出席をいただきまして、ありがとうございます。私、事

務局長の鶴田と申します。よろしくお願いいたします。 

それでは、本協議会を代表しまして、千葉会長よりご挨拶を申し上げます。 

 

【会長あいさつ】 

皆様おはようございます。本日は本年度第2回目の阿見町地域公共交通活性化協議

会ということで、大変お忙しい中、このように大勢の皆様にお集まりいただきまして

誠に感謝を申し上げます。 

また、皆様には日頃から、阿見町の公共交通について多大なるご尽力をいただきま

すこと、心から御礼申し上げます。 

さて、当町に二所ノ関部屋が誕生しまして2年近くになりますけれども、今回も21

名のお相撲さんが大阪場所に臨んでおられます。昨晩の結果、大の里が4連勝、と初

めての連勝で期待をしていますけれども、4勝したというぐらいで優勝するのではな

いかと、当町においても茨城県の星ではないかと盛り上がってございます。 

また、3月24日には町議会の選挙がございます。 

公共交通の方でございますけれども、昨年の4月から念願でもありました循環バス、

というものを東京医大に出していただいております。町として補助金を出していると

ころでもありますけれど、運行して1年近く経ちますが、なかなか乗ってこないとい

った状況もありまして、少し声高にしながら伝えていければと思っています。皆様方

にもご協力をお願いしたく思います。 

公共交通事業者におきましては、2024年問題ということで、労働時間短縮・人手不

足等々で大変ご懸念されているのではと思っております。路線バスの減便等もなされ

ているところでございまして、ますます地域公共交通のあり方、というものが問われ

ていく、ということになります。 

本日の議案は事業計画、そして予算案ということで、慎重審議の上議決いただきま

すようにお願い申し上げてご挨拶に変えさせていただきます。本日はどうぞよろしく

お願いいたします。 

 

ありがとうございました。 

続きまして、資料の確認をお願いいたします。 

 

◇協議会次第 

◇名簿及び席次表 

◇議案第 1号：令和 6年度阿見町地域公共交通活性化協議会事業計画（案） 

について 

◇議案第 2号：令和 6年度阿見町地域公共交通活性化協議会予算（案） 

について 

◇資料 1：令和 5年度阿見町デマンドタクシー＜あみまるくん＞の 
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運行概要及び実績について 

◇資料 2：令和 5年度阿見町デマンドタクシー＜あみまるくん＞の 

利用者に対する満足度調査アンケート結果について 

◇令和 5年度阿見町地域公共交通活性化協議会名簿 

◇阿見町公共交通活性化協議会規約 

 

名簿及び席次表に関しては、委員代理出席者様の変更並びにオブザーバーとしてデ

マンドタクシーの受託研究の依頼をお受けいただいている茨城大学都市システム工

学の平田教授がご欠席のため、修正版を机上にて配布しております。資料は以上とな

ります。資料の不足はございませんでしょうか。 

また、当初出席予定でありました吉田委員につきましては、都合により欠席となり

ます。 

 

それでは、これからの議事の進行につきましては、当協議会規約第 9条第 1項の規

定に基づき、会長に議長をお願いいたします。 

 

これより議事進行を務めさせていただきます。当協議会の議事がスムーズに進行で

きますよう、皆様方のご協力を、よろしくお願いいたします。 

本日の会議ですが、委員 28名のうち、23名の出席をいただいております。協議会

規約第 9条第 2項の規定により、委員の過半数が出席していることから、会議が成立

していることを報告させていただきます。 

次に、本協議会は、公開の審議となっております。 

協議会会議運営規程第 2条第 2項により傍聴者を募集したところ、申込みはござい

ませんでしたので、皆様にご報告いたします。 

次に、協議会会議運営規程第 6条により、議長が会議録署名委員を指名することに

なっておりますので、本日の会議録の署名委員を 色川委員、大須賀委員にお願いし

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

それでは、議事を進めます。 

次第の 3 （1）協議事項であります。 

【議案第 1号】、「令和 6年度事業計画（案）について」及び【議案第 2号】、「令

和 6年度予算（案）について」ですが、事務局より一括して説明を頂き、その後にご

質問・ご意見等を頂きたいと存じます。事務局の説明を求めます。 

 

（事務局説明） 

 

ありがとうございました。 

それでは、ここで、ご質問等をお受けしたいと存じます。ご質問等のある方は挙手

の上ご発言願います。 

 

それでは、お諮りします。【議案第 1号】令和 6年度事業計画（案）、【議案第 2号】
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令和 6年度予算（案）について、ご異議ございませんか。ご異議がなければ、拍手を

持ってご承認をお願いいたします。 

それでは、【議案第 1号】令和 6年度事業計画（案）、【議案第 2号】令和 6 年度予

算（案）については、原案のとおり承認されました。 

 

続きまして、（２）報告事項であります。 

【報告第 1 号】「令和 5 年度阿見町デマンドタクシー＜あみまるくん＞の運行概要

及び実績について」及び【報告第 2 号】「令和 5 年度阿見町デマンドタクシー＜あみ

まるくん＞の利用者に対する満足度調査アンケート結果について」ですが、事務局よ

り一括して説明を頂き、その後にご質問・ご意見等を頂きたいと存じます。事務局の

説明を求めます。 

 

（事務局説明） 

 

ありがとうございました。 

それでは、ここで、ご質問等をお受けしたいと存じます。ご質問等のある方は挙手

の上ご発言願います。 

特になければ、報告案件について以上とさせていただきます。 

続きまして、次第の 4のその他について、事務局より何かあればお願いします。 

 

A委員より、皆様にお知らせがあるとのことです。A委員、お願いいたします。 

 

よろしくお願いいたします。本日は貴重なお時間を頂戴して、ご案内を差し上げた

いと思います。 

お手元の資料、ライドシェアの問題と題しておりまして、情報提供ということで。

このライドシェア、一言で言えば白タクです。今、我が国では禁止されておりますが、

スマホで海外の会社を介せば合法になる、と理解されている方がいらっしゃいます。 

 私共が非常に問題としていますのは、現時点でのロサンゼルスではライドシェアで

のツイッターニュースを掲載してございます。どういうものかと言うと、資料にも記

載してありますが、強盗・殺人などが多発しています。注意してください。という安

全管理に関してのものです。具体的には、到着した車種の確認、ドライバーの名前・

写真や会社の確認、後部座席を利用する、など。なりすましなどがいるらしいのです。

このように、渡航者に対して政府が注意喚起をしている状況です。 

これを日本に導入すると大変なことになる、特に地域公共交通が破壊される恐れが

ございます。 

そちらに関してはお手元の資料の最後に動画でまとめてございますので、よろしか

ったらこういうものだとご認識いただければと思います。貴重なお時間ありがとうご

ざいました。よろしくお願いいたします。 

 

他にありませんか。 

それでは、本日の議案審議は全て終了いたしました。皆様には、円滑な議事の進行

にご協力いただきまして、ありがとうございました。 




